
 タイヤ空気圧モニタリングシステム（TPMS: Tire Pressure Monitoring System）及びキーレスエントリシステム（RKE: 
Remote Keyless Entry）は、我が国においては、免許を要しない無線局（特定⼩電⼒無線局）として、平成19年に
315MHz帯、令和７年に433MHz帯が導⼊されている。

 ⼀⽅、433MHz帯がTPMS/RKEにおける世界標準周波数となっており、さらなる国際的な周波数協調の観点から、同システムの
使⽤帯域の拡張等について検討を⾏い、令和８年４⽉に情報通信審議会から、技術的条件の改訂について⼀部答申がなされ
た。これを踏まえ、関連する技術基準を変更するため、関係規定の整備を⾏うもの。

 また、コネクテッドカーの普及や⾃動運転技術、キーレスエントリー、⾞内LAN等の種々の無線技術の導⼊の進展に伴い、⾃動⾞に
搭載される無線設備が多様化しており、サプライチェーンや⽣産拠点の変更等への迅速な対応が必要となっている。

 このため、製造業者等供給者⾃らが技術基準への適合を確認することにより、認証に係る⼿続きの迅速化・負担軽減を図るため、
⾃⼰確認制度の対象となる特別特定無線設備として、⾃動⾞に搭載される以下の特定無線設備を新たに追加する。

改正の背景改正の背景
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・ドアロックの開閉
・エンジンスタート
・ドア開閉等の操作

キーレスエントリ
（RKE）

タイヤ空気圧モニタリングシステム
（TPMS）

タイヤの空気圧を
運転席で確認でき、
タイヤの異常を把握
できる

電波法施⾏規則等の⼀部を改正する省令案
（433MHz帯タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキーレスエントリシステムの帯域拡張等に係る制度整備）

今回、特別特定無線設備に指定する無線設備

対象となる無線設備システム
・ 315/433MHz帯リモートキーレスエントリシステム
・ 超広帯域無線（マイクロ波帯UWB）スマートキー

・ 433MHz帯タイヤ空気圧モニタリングシステム空気圧センサー
・ 26GHz帯UWB
・ 76/79GHz帯ミリ波レーダーミリ波レーダー

・ 60GHz帯移動体検知センサー⾞内センサー
・ ⼩電⼒データ伝送（2.4GHz帯/5.6GHz帯、6GHz

帯（25mW以下））
・ 5.2GHz帯⾞内⽤⼩電⼒データ伝送

無線LANルーター

※ 現在、特別特定無線設備に指定されている無線設備
① コードレス電話、デジタルコードレス電話、携帯電話（端末）、PHS（端末）、BWA（端末）
② ①の無線線設備と同一の筐体に収められている無線設備であって以下のもの

特定小電力無線の一部、小電力データ通信システム（2.4G/5G/6G/24G）、携帯移動地球局の一部、UWB（7-9GHz帯）、
5.2GHz帯高出力データ通信システム（端末）
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433MHz帯TPMS/RKEの技術的条件（改訂版）

433MHz帯TPMS/RKEの⽤途等

433MHz帯TPMS/RKEの主な技術的条件
他システムとの共⽤検討の結果や諸外国の規格との整合等に配慮して、パラメータを決定

 主として⾃動⾞に装着される無線設備であって、当該⾃動⾞のタイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を⾃動
的に⾏うものであること。

 主として⾃動⾞の操作及び管理の⽤に供する無線通信を⾏うものであること。

技術的条件（案）項⽬

433.92MHz（433.795〜434.045MHz 433.05〜434.79MHz）使⽤周波数（指定周波数帯）

250kHz 1740kHz占有周波数帯幅の許容値

1mW空中線電⼒（EIRP）

上限20%以内空中線電⼒の許容偏差

単信⽅式、単向通信⽅式、複信⽅式通信⽅式

1時間当たりの総和を360秒以下。
周期的な送信を⾏う場合にあっては、電波を発射してから1秒以内にその電波の発射を停⽌し、

かつ、休⽌時間を1ミリ秒以上とすること。
送信時間制限

⼀の筐体に収められており、かつ、空中線系を除く⾼周波部及び変調部は、
容易に開けることができない構造であること違法改造対策

1GHz以下（433.795〜434.045MHz 433.05〜434.79MHzを除く）︓250nW以下/100kHz
1GHz超︓1μW以下/1MHz

不要発射の強度の許容値
（EIRP）

1GHz以下︓4nW以下/100kHz
1GHz超︓4nW以下/1MHz

受信設備が副次的に発する
電波等の限度（EIRP）

規定しないキャリアセンス
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技術基準適合⾃⼰確認とは

 技術基準適合自己確認とは、特定無線設備のうち、混信その他の妨害を与えるおそれの少ないもの（特別特定無線設備）の工事設計について、
製造業者や輸入業者が一定の検証を行い、電波法に定める技術基準への適合性を自ら確認する制度。

 自己確認は、工事設計が技術基準に適合するものであることに加え、その工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが、工事設計に合致
することを確保することができることについて総務大臣に届出することにより行う。

 技適マークは、自己確認を行い、届出を行った製造業者又は輸入業者（「届出業者」という。）が付すことができる。

 工事設計認証同様に、届出業者は、工事設計に基づき製造された無線機器に対する検査の履行義務（工事設計合致義務） を負う。

＜技術基準適合自己確認のフロー（技適証明・工事設計認証との比較）＞
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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則（省令）の改正

旧新

(特定無線設備等)
第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。
（中略）
２ 法第三十八条の三十三第一項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。
［一 同左］
二 （記載略）
[新設]

(特定無線設備等)
第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。
（中略）
２ 法第三十八条の三十三第一項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。
［一 略］
二 （記載略）
三 前項第八号（設備規則第四十九条の十四（第一号（三一二MHzを超え三一五・二五Ｍ

Ｈｚ以下の周波数の電波を使用するものに限る。以下この号において同じ。）、第五
号（施行規則第六条第四項第二号⒁に規定する無線局に使用するものに限る。以下こ
の号において同じ。）、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。）に規
定するものに限る。）、第十九号、第十九号の二、第十九号の三（五、四七〇MHzを超
え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。）、第四十七号の二、第
四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつて、自動車内
に設置するもの（受信設備を含む。）及びこれらを通信の相手方とするもの。ただし、
自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号（設備規
則第四十九条の十四（第一号及び第五号に係る部分に限る。）に規定するものに限
る。）及び第四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。

無線システム証明規則の種別

RKE（312-315.25MHz）設備規則第四十九条の十四第一号（312-315.25MHz）

第八号
RKE、TPMS（433.05-434.79MHz）施行規則第六条第四項第二号⒁

移動体検知センサー（57-64GHz）設備規則第四十九条の十四第十二号

ミリ波レーダー（60-61/76-77/77-81GHz）設備規則第四十九条の十四第十四号及び第十五号

2.4GHz帯小電力データ伝送第十九号/十九号の二

5GHz帯小電力データ伝送（5.6GHz帯のみ）第十九号の三

26GHz帯UWB （24.25-29GHz）第四十七号の二

マイクロ波帯UWB（7.587-8.4GHz）第四十七号の三

5.2GHz帯小電力データ伝送（車内用）第七十八号

6GHz帯小電力データ伝送（25mW以下）第七十九号

【参考】

これらは車載器と操
作器の対向通信と
なることから、操作
器についても特別
特定無線設備の対
象とする。
⇒ただし書きに規定
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電波法施⾏規則
・使用する帯域を拡張するため、使用する周波数に係る規定を変更、その他規定の整理（第６条）

・他の無線局に妨害を与えないための機能について規定（第６条の２）

無線設備規則
・使用する帯域を拡張するため、使用する周波数に係る規定を変更（第９条の４、第14条、第24条、
第49条の14、別表第１号、第３号）

・技術基準から筐体要件を削除（第49条の14）

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

・使用する帯域を拡張するため、使用する周波数に係る規定を変更（別表第1号）

改正案の内容

※ 必要的諮問事項はゴシック体

433MHz帯タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキーレスエントリシステムの帯域拡張等433MHz帯タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキーレスエントリシステムの帯域拡張等

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

・自動車に搭載される無線設備を特別特定無線設備として追加（第２条第２号）

特別特定無線設備の指定の追加
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